
 

省エネ経営支援体制強化補助金 実施フロー 

 

【事前相談】 
 
 

 

 

 

【診断前打ち合わせ】 
 
 

 

 

 

 

 

【補助金交付申請】 
 
 

 

 

 

 

【省エネ診断の実施】 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補助事業実績報告】 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

（省エネ診断報告書・完了届） 

（第２号様式・省エネ診断報告書写し 
・振込明細写しの提出） 

補助事業者 
公益財団法人京都産業２１ 

事業成長支援部企業支援グループ 

② 連 絡 

（相談シートの送付） 

③事前ヒアリング 

補助事業者 

補助事業者 
公益財団法人京都産業２１ 

事業成長支援部 
（第２号様式・見積書写しの提出） 

⑥交付決定 

⑦契約締結 

⑩検収書 

⑪請求書 

⑭額の確定通知 

※省エネ診断士団体…（一社）エナジーセーブデザイン、（一社）カーボンマネジメントイニシア
ティブ、（一社）省エネプラットフォーム協会のいずれか１団体が、診断前打ち合わせ～省エネ
診断の実施まで一貫して対応します。団体の指定はできませんのでご了承ください。 

（相談シートの提出） 

① 相 談 

④診断内容の確定 
(合意・見積り) 

⑤補助金交付申請 

⑧省エネ診断の実施 
(訪問) 

⑨診断結果の報告 
(面談又はオンライン説明) 

（見積書交付） 

⑬補助事業実績報告 

省エネ診断士団体（※）
 

補助事業者 

公益財団法人京都産業２１ 

事業成長支援部 
補助事業者 

省エネ診断士団体（※） 

⑫診断費用振込 

⑮請求書 

⑯補助金交付 


